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７-１  業務の概要
総合法律支援法第30条第２項の規定により、法テラスは、本来業務（同条第１項）の遂行に支障の

ない範囲で、国、地方公共団体、非営利法人又は国際機関の委託を受け、被害者等の援助その他に関し、
委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り扱わせる等の業務を行うことができることになっている。こ
の規定に基づき、平成19年４月１日から、公益財団法人中国残留孤児援護基金からの委託による「中国・
サハリン残留孤児日本人国籍取得支援業務」を、また、同年10月１日からは日本弁護士連合会からの委
託による「日本弁護士連合会委託援助業務」をそれぞれ開始した。前者については、令和２年３月末で
受託を終了した。
こうした受託業務を通じ、法テラスは、本来業務にとどまらない、より広い法的サービスを提供する

ことが可能となっている。
日本弁護士連合会委託援助業務の内容等は、以下のとおりである。

７-２  日本弁護士連合会委託援助業務
（１）業務内容

総合法律支援法が規定する法テラスの本来業務である民事法律扶助制度や国選弁護制度等でカバーさ
れない人々を対象とし、人権救済の観点から弁護士報酬及び費用等の援助を行うというものであり、紛
争解決制度の利用をより容易にし、法律専門家のサービスをより身近に受けられるようにするための総
合的な法律支援の一環を成す事業である。具体的には、①刑事被疑者弁護援助、②少年保護事件付添援
助、③犯罪被害者法律援助、④難民認定に関する法律援助、⑤外国人に対する法律援助、⑥子どもに対
する法律援助、⑦精神障害者に対する法律援助、⑧心神喪失者等医療観察法法律援助、⑨高齢者・障害者・
ホームレス等に対する法律援助の９項目にわたり、活動をした弁護士の報酬や費用等を援助するもので
ある。
各援助項目の対象者と援助内容は、資料7-1のとおりである。

７. 受託業務
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対象者対象者 援助内容援助内容

①① 身体を拘束された刑事被疑者（勾
留状が発せられた被疑者を除く）

被疑者との接見とアドバイス、警察官等との折衝、被害者と
の示談交渉その他逮捕段階の刑事弁護活動全般

②② 家庭裁判所に送致された少年（抗
告・再抗告を含む）。ただし、家
庭裁判所又は抗告裁判所が国選付
添人を付さなければならない場合
を除く。

少年との面会とアドバイス、家庭裁判所との折衝、環境調整、
被害者との示談交渉その他付添人活動全般

③③ 生命、身体若しくは自由（性的自
由を含む）に関する犯罪又はス
トーカー行為若しくはDVの被害
を受けた者又はその親族若しくは
遺族

被害届の提出、告訴・告発、検察審査会申立て、法廷傍聴付添、
少年審判状況説明聴取、修復的司法の一環としての加害者側
との対話、刑事手続における和解交渉、犯罪被害者等給付金
申請、報道機関への対応・折衝その他犯罪被害者支援のため
に必要な活動

④④ 難民認定申請者 難民認定申請、申請却下に対する審査請求、難民不認定処分
等の取消訴訟等の活動

⑤⑤ 人道的見地から弁護士による緊急
の援助を必要とする外国人

１ 　在留資格等の入管関係、就籍・帰化等の戸籍・国籍関係、
社会保障関係の行政手続の代理等
２ 　在留資格がないために、民事法律扶助が利用できない外
国人の訴訟代理

⑥⑥ 人権救済を必要としている子ども １ 　児童相談所等との交渉、虐待を行う親との関係調整、離
縁訴訟等の支援
２ 　触法少年の警察官調査に関する付添人活動
３ 　子どもの手続代理人の活動（国選、私選を問わない）

⑦⑦ 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に係る退院請求・
処遇改善請求等の行政手続の代理

⑧⑧ 医療観察法の心神喪失者 心神喪失者等医療観察法に係る退院許可申立て・処遇改善等
の行政手続の代理、国選付添人の医師に対する協力費用

⑨⑨ 人道的見地から弁護士による緊急
の援助を必要とする高齢者・障害
者・ホームレス等

生活保護申請、生活保護法に基づく審査請求の代理

⑩⑩ 上記①②を除く対象者 上記①②を除く各援助に関する法律相談

日本弁護士連合会委託援助業務の対象者及び援助内容一覧資料 7-1
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（２）援助要件等
日本弁護士連合会委託援助を利用するためには、◯ⅰ対象者に該当すること、◯ⅱ資力に乏しいこと、
◯ⅲ弁護士に依頼する必要性・相当性があることの３つの要件を満たさなければならない。
弁護士がこの援助制度を利用した案件を取り扱うためには、法テラスとの間で委託援助契約を締結す

る必要がある（総合法律支援法第29条第８項、第30条第２項１号）。同契約を締結した弁護士は、個
別案件を申し込むに当たり援助希望者から事情聴取を行い、上記◯ⅰから◯ⅲの要件該当性を判断する。申
込みの受付は、当該弁護士の所属弁護士会に対応する法テラス地方事務所本所のみが行う。
援助開始決定、終結決定は地方事務所長が行い、委託要綱で定めた報酬、費用相当額を援助業務の活
動内容に応じて支払う。また、弁護士による活動の結果、被援助者が事件の終了により財産的利益を取
得するなどして、生活状況が改善し、弁護士報酬、費用相当分を支払うことができないという状態を脱し、
かつ、被援助者に負担させることが相当でないといえなくなった場合、弁護士報酬等は被援助者の負担
となることがある。負担の要否は受任弁護士の意見を尊重して地方事務所長が決定するが、負担金を求
める手続は日本弁護士連合会又は各地の弁護士会が行うこととなっている。

（３）業務実績
令和3年度は、10,364件の援助申込みを受理した。
平成30年6月に施行された改正刑事訴訟法に基づく被疑者国選弁護人制度の拡大により、刑事被疑
者弁護援助は年々減少し、令和3年度は、改正法施行前の平成29年度実績の29.3％まで減少した。さ
らに、少年保護事件付添援助も年々件数の減少が進んでおり、令和2年度実績の89.7％に減少した。
また、新型コロナウイルス感染症の影響からか、外国人に対する法律援助は、感染症の本格的流行前の
令和元年度実績の63%まで減少した。高齢者・障がい者・ホームレス等の法律援助も減少傾向が続き、
令和元年度実績の72％まで減少した。他方で増加している援助項目もあり、犯罪被害者法律援助は令
和2年度実績の108.1％、子どもに対する法律援助は121％の実績となっている。令和2年度と比較す
ると、全体で若干の減少（前年度比3％減）であった。
令和3年度の各地方事務所における申込受理件数の実績は、資料7-2のとおりであるが、申込受理件

数を援助項目ごとにみると、改正法施行前の平成29年度では刑事被疑者弁護援助と少年保護事件付添
援助で全体の70.6％を占めていたが、前述の要因から令和3年度は合わせて49.2％まで減少した。平
成29年度から令和3年度までの援助項目ごとの年度別申込受理件数の実績は、資料7-3のとおりである。

（４）援助費用
令和3年度の援助費用は全体で7億3201万6683円であった。刑事被疑者弁護援助等の減少とは別

に、犯罪被害者法律援助、難民認定に関する法律援助、子どもに対する法律援助が増加しているため、
令和2年度と比較すると308万9348円増加（前年度比0.4％増）した。援助費用の内訳を項目別に
みると、犯罪被害者法律援助が27.7％を占めて最多となり、刑事被疑者弁護援助と少年保護事件付添
援助の2つが占める割合は減少を続けている。平成29年度から令和3年度までの援助項目ごとの費用
の実績は、資料7-4のとおりである。なお、援助に要する費用は、全て日本弁護士連合会から法テラス
に支払われる委託経費から支出されている。
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合計合計 被疑者被疑者 少年少年 犯罪被害者犯罪被害者 難民難民 外国人外国人 子ども子ども 精神障害者等精神障害者等 高齢者等高齢者等

札 幌札 幌 515515 302302 2323 5555 22 00 1212 112112 99
函 館函 館 8686 6464 33 1313 00 00 00 55 11
旭 川旭 川 4141 2929 22 44 00 22 33 11 00
釧 路釧 路 1919 99 33 77 00 00 00 00 00
青 森青 森 2323 1313 22 77 00 00 11 00 00
岩 手岩 手 1616 55 33 33 00 00 22 11 22
宮 城宮 城 172172 7878 55 5252 00 00 22 2020 1515
秋 田秋 田 66 00 11 55 00 00 00 00 00
山 形山 形 1111 11 11 55 00 00 00 00 44
福 島福 島 2222 22 77 99 00 00 11 22 11
茨 城茨 城 5353 22 1919 77 1212 55 33 00 55
栃 木栃 木 4949 1717 1111 1010 22 33 11 22 33
群 馬群 馬 6060 99 1414 88 22 1313 99 11 44
埼 玉埼 玉 498498 122122 7474 8787 2525 4949 1313 1515 113113
千 葉千 葉 315315 8585 5555 8989 22 3131 2121 11 3131
東 京東 京 2,7752,775 1,3901,390 109109 389389 217217 341341 9595 7373 161161
神 奈 川神 奈 川 476476 4848 7070 240240 11 1818 4949 2828 2222
新 潟新 潟 6363 66 1111 3030 00 11 1111 11 33
富 山富 山 6868 4040 1111 11 00 11 00 00 1515
石 川石 川 120120 2424 1414 1515 00 00 1111 4646 1010
福 井福 井 5151 2929 22 1313 00 00 11 00 66
山 梨山 梨 2626 11 44 88 00 22 55 11 55
長 野長 野 2525 88 44 44 00 11 22 11 55
岐 阜岐 阜 2222 22 1616 22 00 11 00 00 11
静 岡静 岡 105105 4747 1313 2525 00 33 11 00 1616
愛 知愛 知 406406 5656 104104 7070 33 103103 2525 1313 3232
三 重三 重 3838 1212 99 66 00 22 00 00 99
滋 賀滋 賀 6666 88 1616 1616 00 77 33 77 99
京 都京 都 232232 9797 2323 5959 44 44 44 1010 3131
大 阪大 阪 1,4431,443 885885 157157 103103 3535 6666 4848 4747 102102
兵 庫兵 庫 253253 3636 7676 7474 00 1111 2222 66 2828
奈 良奈 良 6868 11 1515 2929 11 00 44 33 1515
和 歌 山和 歌 山 5353 22 66 1717 00 00 2626 00 22
鳥 取鳥 取 5050 88 88 00 00 3131 00 00 33
島 根島 根 2222 66 33 88 00 00 22 22 11
岡 山岡 山 104104 1515 2727 2525 00 33 2020 33 1111
広 島広 島 226226 3737 4141 5353 11 88 2929 4141 1616
山 口山 口 1515 11 66 33 11 00 22 00 22
徳 島徳 島 1414 11 11 1111 00 00 00 00 11
香 川香 川 137137 44 2626 3939 00 00 22 00 6666
愛 媛愛 媛 3434 22 1515 1212 00 11 11 00 33
高 知高 知 7676 88 1212 4040 00 22 1212 22 00
福 岡福 岡 950950 251251 8989 6060 44 1717 1717 424424 8888
佐 賀佐 賀 7474 2222 44 1010 00 00 66 2020 1212
長 崎長 崎 3333 99 33 66 00 22 22 77 44
熊 本熊 本 7070 1414 66 2727 00 11 00 1616 66
大 分大 分 5252 1717 11 2525 00 44 00 44 11
宮 崎宮 崎 6161 2222 66 1010 00 00 33 1717 33
鹿 児 島鹿 児 島 8484 44 88 1919 00 00 00 4848 55
沖 縄沖 縄 186186 7575 2929 1414 00 22 1919 4545 22
合 計合 計 10,36410,364 3,9263,926 1,1681,168 1,8241,824 312312 735735 490490 1,0251,025 884884

（件）（件）

（注）精神障害者等の数値には、医療観察法の心神喪失者を含めている。（注）精神障害者等の数値には、医療観察法の心神喪失者を含めている。

令和３年度申込受理件数（地方事務所別）資料 7-2
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事業種別申込受理件数の推移資料 7-3

（件）

（注）精神障害者等の数値には、医療観察法の心神喪失者を含めている。

平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和２年度
令和３年度

高齢者等

平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和２年度
令和３年度

13,407
6,789
4,781
4,062
3,926

被疑者

2,267
1,860
1,556
1,302
1,168

少年

872
599
492
293
312

難民

1,700
1,514
1,167
911
735

外国人

334
408
406
405
490

子ども

1,128
1,265
1,228
1,034
884

22,206
15,158
12,374
10,688
10,364

合計

1,470
1,625
1,645
1,687
1,824

犯罪被害者

1,028
1,098
1,099
994
1,025

精神障害者等

9

8

7

6

5

4

3

2

1
0

事業種別受託業務援助費用の推移資料 7-4

（億円）

（注）精神障害者等の数値には、医療観察法の心神喪失者を含めている。

平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和２年度
令和３年度

高齢者等
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和２年度
令和３年度

1,576,311,003
1,017,348,652
789,056,107
728,927,335
732,016,683

合計
833,083,470
315,637,238
130,109,978
118,947,861
112,938,193

264,374,875
209,538,688
187,172,504
157,207,051
137,140,087

163,328,023
179,374,856
181,836,469
191,996,214
203,030,925

54,058,754
49,025,585
38,499,522
25,096,547
34,762,187

116,225,353
103,984,042
88,015,903
75,429,895
79,873,207

35,679,312
48,455,435
52,616,140
51,575,641
61,280,755

49,379,566
52,864,044
55,081,132
52,362,184
53,751,165

60,181,650
58,468,764
55,724,459
56,311,942
49,240,164

被疑者 少年 難民 外国人 子ども犯罪被害者 精神障害者等
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